
番

号 告

示
公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

23
番

号

福
島
県
現
金
出
納
員
印(

福

島
県
立
福
島
明
成
高
等
学
校

用)

公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
立
福
島
明
成
高
等

学
校
の
福
島
県
現
金
出
納

員
公

印

管

理

者

福
島
県
告
示
第
五
十
五
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
五
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
二
年
二

月
五
日
か
ら
同
年
六
月
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県

県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市
民
情

報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
福
島
東
店

福
島
県
福
島
市
高
野
河
原
下
十
六
番
二

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

(

仮
称)

カ
ワ
チ
薬
品
信
夫
ヶ
丘
店

(

変
更
後)

カ
ワ
チ
薬
品
福
島
東
店

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
五
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
上
手
岡
字
坂
ノ
上
一(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る

件

五
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

五
八

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

五
八

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
件
三
件

五
九

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
〇

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

六
〇

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
一

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

六
一

公

告

○
一
月
県
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
た
予
算
の
要
領
を
公
表
す
る
件

六
二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

六
四

正

誤

○
平
成
十
二
年
九
月
二
十
六
日
付
け
号
外

第
九
十
一
号
中

六
四



土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

ダ
ム
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び

富
岡
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

伊
達
市
霊
山
町
石
田
字
名
目
沢
九
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
伊
達
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
伊
達
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(
治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
五
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
山
市
湖
南
町
赤
津
字
東
岐
二
六
七
五
の
一
〇
、
字
西
岐
二
八
〇
一
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。)

、
二
八
〇
一
の
五
、
八
一
二
四
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
八
一
二
四

の
二
、
八
一
二
四
の
四
、
八
一
二
四
の
六
、
八
一
二
四
の
七
、
八
一
二
四
の
一
七
、
八
一
二
四
の
一

八
、
八
一
二
四
の
五
七
か
ら
八
一
二
四
の
七
四
ま
で
、
八
一
二
四
の
七
六
、
八
一
二
四
の
七
七
、
八

一
二
四
の
八
一
、
八
一
二
四
の
八
二
、
八
一
二
四
の
一
二
三
か
ら
八
一
二
四
の
一
二
六
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
方
法

一�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
東
岐
二
六
七
五
の
一
〇
・
字
西
岐
八
一
二
四
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

二�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

三�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
郡
山
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

四�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水

産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び
郡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
遠
野
町
入
遠
野
字
久
保
目
七
、
二
七
八
、
二
八
四
の
一
、
二
八
四
の
二
、
字
貝
那
夫
一

八
一
の
二
、
一
八
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

一�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

二�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

三�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)
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県
道
霊
山

松
川
線

路
線
名

県
道
土
湯

温
泉
線

路
線
名

福
島
市
松
川
町
沼
袋
字
北

原
五
〇
番
二
地
先
か
ら

同

市
松
川
町
沼
袋
字
北

原
七
七
番
二
地
先
ま
で

区

間

福
島
市
松
川
町
沼
袋
字
北

原
九
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
松
川
町
沼
袋
字
北

原
九
〇
番
二
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
七
・
〇
〜

三
六
・
〇

一
七
・
〇
〜

三
三
・
四

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
二
・
五
〜

二
二
・
〇

一
二
・
五
〜

一
八
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
二
七
・
三

二
二
七
・
三

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
七
・
〇

二
七
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
告
示
第
六
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
西
山
字
大
録
田
一
五
二
の
一
九
、
一
五
二
の
二
〇
、
大
字
赤
坂
西
野
字

岫
長
二
三
〇
の
一
、
二
三
〇
の
二
、
二
三
一
の
一
、
大
字
渡
瀬
字
田
野
上
一
五
九
、
大
字
西
山
字

沢
尻
五
五
、
字
前
押
野
四
六

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
録
田
一
五
二
の
一
九
、
一
五
二
の
二
〇
、
字
田
野
上
一
五
九
、
字
沢
尻
五
五
、
字
前

押
野
四
六

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
鮫
川
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
大
竹
五
八
の
五
五

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
鮫
川
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
鮫
川
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
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県
道
浜
崎

高
野
会
津

若
松
線

路
線
名

一
般
国
道

一
一
八
号

路
線
名

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
笈
川

字
舘
二
四
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
笈
川

字
殿
田
三
番
地
先
ま
で

区

間

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
戸

塚
字
上
戸
塚
三
四
番
三
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
戸

塚
字
駒
橋
八
七
番
地
先
ま

で
区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

四
・
七
〜

一
九
・
八

Ｂ

一
一
・
四
〜

四
三
・
五

Ａ

四
・
七
〜

一
九
・
八

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
一
・
〇
〜

一
四
・
五

七
・
二
〜

八
・
四

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

六
五
三
・
〇

八
四
九
・
〇

六
五
三
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

四
三
三
・
五

四
三
三
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
浪
江
鹿
島
線

路

線

名

県
道
赤
柴

中
島
線

路
線
名

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋

字
新
地
一
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
谷
地
小
屋

字
萩
崎
一
九
番
一
地
先
ま

で
区

間

南
相
馬
市
原
町
区
矢
川
原
字
川
原
二
六
三
番
二
地

先
か
ら

同

市
原
町
区
矢
川
原
字
川
原
二
一
九
番
一
地

先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

八
・
八
〜

九
・
二

六
・
五
〜

八
・
八

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
二
年
二
月

五
日

供
用
開
始
の
期
日

六
五
・
二

六
五
・
二

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
十
八
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所
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15 13 ９ ７

款 公

告

県
債

繰
越
金

国
庫
支
出
金

分
担
金
及
び

負
担
金

１ ２ ２

項

繰
越
金

国
庫
補
助
金

負
担
金

177,549,800

851,400

851,400

108,872,988

151,710,104

8,347,518

9,030,649

補
正
前
の
額

857,700

151,529

151,529

3,203,221

3,203,221

13,850

13,850

補
正

額

178,407,500

1,002,929

1,002,929

112,076,209

154,913,325

8,361,368

9,044,499

計

６

款

歳
出

合
計

歳
入

合
計

15 13８ ６ ５

款

農
林

水
産
業
費

県
債

繰
越
金

土
木
費

農
林

水
産
業
費

労
働
費

項

１ １６ ２ １ ４ ３ ３

項

県
債

繰
越
金

都
市
計
画
費

道
路

橋
り
ょ
う
費

土
木
管
理
費

林
業
費

農
地
費

雇
用
対
策
費

事
業

名

944,609,975

944,609,975

177,549,800

177,549,800

851,400

851,400

11,100,770

61,259,688

14,407,215

114,884,877

20,859,454

27,483,010

71,460,722

13,141,682

14,958,369

補
正
前
の
額

4,226,300

4,226,300

857,700

857,700

151,529

151,529

277,000

1,705,000

2,117,000

4,099,000

65,994

30,854

96,848

30,452

30,452

補
正

額

96,848

金
額

948,836,275

948,836,275

178,407,500

178,407,500

1,002,929

1,002,929

11,377,770

62,964,688

16,524,215

118,983,877

20,925,448

27,513,864

71,557,570

13,172,134

14,988,821

計

会
津
総
合
開
発

喜
多
方
市
大
谷
地
八

平
成
二
一
年
一
二
月
二
五
日
か
ら

喜
多
方
市
大
谷
地
八
〇

株
式
会
社

〇
一
四
番
地
の
二

平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
ま
で

一
四
番
地
の
二

(

出
納
総
務
課)

公
告
第
五
十
三
号

平
成
二
十
二
年
一
月
福
島
県
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
一
年
度
の
福
島
県
一
般

会
計
補
正
予
算
及
び
特
別
会
計
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
21年
度
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
(第
７
号
)

平
成
21年
度
福
島
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
(第
７
号
)
は
､
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
)

第
１
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4,226,300千

円
を
追
加
し
､
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
948,836,275千

円
と
す
る
｡

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
､
｢第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
｡

(繰
越
明
許
費
の
補
正
)

第
２
条
繰
越
明
許
費
の
追
加
・
変
更
は
､
｢第
２
表
繰
越
明
許
費
補
正
｣
に
よ
る
｡

(債
務
負
担
行
為
の
補
正
)

第
３
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
､
｢第
３
表
債
務
負
担
行
為
補
正
｣
に
よ
る
｡

(地
方
債
の
補
正
)

第
４
条
地
方
債
の
変
更
は
､
｢第
４
表
地
方
債
補
正
｣
に
よ
る
｡

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
入

(単
位
千
円
)

歳
出

(単
位
千
円
)

第
２
表
繰
越
明
許
費
補
正

�
追
加

(単
位
千
円
)
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合
計

８

款 合
計

８ ６

款

土
木
費

土
木
費

農
林

水
産
業
費

２

項

６ １ ４ ３

項

道
路

橋
り
ょ
う
費

都
市
計
画
費

土
木
管
理
費

林
業
費

農
地
費

緊
急
地
方
道
整
備
費

事
業

名

緊
急
地
方
道
整
備
費

生
活
基
盤
緊
急
改
善
費

県
単
林
道
費

一
般
林
道
費

基
盤
整
備
促
進
事
業
費

事
業

名

4,313,381

955,027

1,324,591

1,416,391

補
正
前

金
額

2,490,848

277,000

277,000

2,117,000

2,117,000

2,394,000

46,480

19,514

65,994

30,854

30,854

96,848

金
額

6,018,381

2,660,027

3,029,591

3,121,391

補
正
後

起
債
の
目
的

重
要
幹
線
街
路
工
事

広
域
資
源
活
用
護
岸
整
備
工
事

広
域
漁
港
整
備
工
事

急
傾
斜
地
対
策
工
事

火
山
砂
防
工
事

通
常
砂
防
工
事

堰
堤
改
良
工
事

高
潮
対
策
工
事

広
域
河
川
改
修
工
事

国
道
改
築
工
事

一
般
治
山
事
業

一
般
林
道
事
業

農
村
総
合
整
備
事
業

農
地
防
災
事
業

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

事
項

限
度
額

補
正

前

起
債
の
方
法
利
率

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

平
成
21年
度
か
ら

平
成
22年
度
ま
で

期
間

償
還
の
方
法

限
度
額

補
正

後

240,000

300,000

80,000

44,500

180,000

67,000

104,800

140,000

152,000

1,220,000

165,946

80,000

92,400

18,900

753,900

限
度

額

起
債
の
方
法
利
率
償
還
の
方
法

�
変
更

(単
位
千
円
)

第
３
表
債
務
負
担
行
為
補
正

(単
位
千
円
)

第
４
表
地
方
債
補
正

(単
位
千
円
)
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流
域
下
水
道
整
備
工
事

事
項

計

緊
急
地
方
道
整

備
費
(街
路
)

緊
急
地
方
道
整

備
費

起
債
の
目
的

142,298,500

613,400

5,081,400

限
度
額

補
正

前

１
借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

利
率

平
成
21年
度
か
ら

平
成
22年
度
ま
で

期
間

起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

償
還
の
方
法

143,156,200

723,900

5,828,600

限
度
額

補
正

後

18,700

限
度

額

１
借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

利
率

起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

償
還
の
方
法

ペ
ー
ジ

流
域
下
水
道
整
備
工
事

事
項

段

行

正 平
成
21年
度
か
ら

平
成
22年
度
ま
で

期
間

誤

18,700

限
度

額

平
成
21年
度
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
(第
１
号
)

平
成
21年
度
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
の
補
正
予
算
(第
１
号
)
は
､
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
｡

(債
務
負
担
行
為
の
補
正
)

第
１
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
､
｢第
１
表
債
務
負
担
行
為
補
正
｣
に
よ
る
｡

第
１
表
債
務
負
担
行
為
補
正

(単
位
千
円
)

(

総

務

課)

公
告
第
五
十
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

指
定
年
月
日

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

訪
問
介

郡
山
市
喜
久

フ
ジ
ケ

福
島
県
郡
山

平
成
二
二
年

居
宅
介
護

特
定
な
し

護
事
業

田
町
卸
一
│

ア
サ
ー

市
喜
久
田
卸

二
月
一
日

重
度
訪
問

所
み
ら

一
一
七
│
一

ビ
ス
株

一
│
一
一
七

介
護

い

式
会
社

│
一

ケ
ア
セ

同

市
安
積

有
限
会

同

同

同

身
体
障
害
者

ン
タ
ー

町
日
出
山
三

社
き
ら

市
安
積
町
日

き
ら
き

│
二
六
七

き
ら

出
山
三
│
二

ら

六
七

グ
ル
ー

福
島
市
八
島

特
定
非

同

県
福
島

同

共
同
生
活

知
的
障
害
者

プ
ホ
ー

田
字
中
干
損

営
利
活

市
上
鳥
渡
字

援
助

共

精
神
障
害
者

ム
・
ケ

田
二
│
一
二

動
法
人

樋
ノ
口
北
四

同
生
活
介

ア
ホ
ー

ア
ー
ス

三
│
六

護

ム
絆

ウ
ェ
イ

ヴ

(

障
が
い
福
祉
課)

正

誤

○
平
成
十
二
年
九
月
二
十
六
日
付
け
号
外
第
九
十
一
号
中
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